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(57)【要約】
【課題】剛性を持つボトムカバーに、それぞれ異なる曲
率半径の傾斜面を有するリフレクタ支持部を結合して、
高強度且つ優れた反射特性を有するエアーガイド（ａｉ
ｒ　ｇｕｉｄｅ）を備えるバックライトユニット及びこ
れを含む照明システムを提供すること。
【解決手段】本発明の実施例は、バックライトユニット
及びこれを含む照明システムに関するもので、当該バッ
クライトユニットは、第１リフレクタ及びボトムカバー
と、それぞれが、ボトムカバー上に配置され、少なくと
も１つの変曲点を中心に隣接する少なくとも２個の第１
及び第２傾斜面を有する複数のリフレクタ支持部と、複
数のリフレクタ支持部に配置された第２リフレクタと、
第１リフレクタと第２リフレクタとの間に配置された光
源モジュールとを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１リフレクタ及びボトムカバーと、
　それぞれが、前記ボトムカバー上に配置され、少なくとも１つの変曲点を中心に隣接す
る少なくとも２個の第１及び第２傾斜面を有する複数のリフレクタ支持部と、
　前記複数のリフレクタ支持部上に配置された第２リフレクタと、
　前記第１リフレクタと前記第２リフレクタとの間に配置された光源モジュールと
を備える、バックライトユニット。
【請求項２】
　前記光源モジュール及び前記第１リフレクタが配置され、前記ボトムカバーの両側部に
結合するカバープレートをさらに備える、請求項１に記載のバックライトユニット。
【請求項３】
　前記リフレクタ支持部の中心領域は、平らな平面、膨らんだ曲面、または凹んだ曲面の
いずれか１つの形状を有する、請求項１に記載のバックライトユニット。
【請求項４】
　前記リフレクタ支持部は前記ボトムカバーの中心を基準に対称な形状を有する、請求項
１に記載のバックライトユニット。
【請求項５】
　前記リフレクタ支持部の両端部は前記カバープレートに固定されている、請求項２に記
載のバックライトユニット。
【請求項６】
　前記リフレクタ支持部と相対し、前記カバープレートにより支持される光学部材と、
　前記リフレクタ支持部の上部に形成されて前記光学部材を支持する少なくとも１つの支
持ピンと
をさらに備える、請求項２に記載のバックライトユニット。
【請求項７】
　前記リフレクタ支持部の背面と前記ボトムカバーの底面に少なくとも１つの締結部が形
成され、
　前記リフレクタ支持部は前記ボトムカバーに前記締結部により固定されている、請求項
１に記載のバックライトユニット。
【請求項８】
　前記締結部は、
　前記リフレクタ支持部の背面に形成された少なくとも１つの嵌め突起と、
　前記嵌め突起が嵌挿され、前記ボトムカバーの底面に形成された少なくとも１つの嵌め
溝とを備える、請求項７に記載のバックライトユニット。
【請求項９】
　前記嵌め突起は複数個であり、互いに異なる方向に延突した前記複数の嵌め突起が配置
されている、請求項８に記載のバックライトユニット。
【請求項１０】
　前記第１傾斜面は、前記第２傾斜面に比べてより前記光源モジュールに近接して配置さ
れ、前記第１及び第２傾斜面の曲率半径は互いに異なる、請求項１に記載のバックライト
ユニット。
【請求項１１】
　前記第１傾斜面の最高高さと前記第２傾斜面の最高高さは互いに同一である、請求項１
０に記載のバックライトユニット。
【請求項１２】
　前記第１傾斜面の最高高さと前記第２傾斜面の最高高さは互いに異なる、請求項１０に
記載のバックライトユニット。
【請求項１３】
　前記第１傾斜面の最高高さは前記第２傾斜面の最高高さよりも大きい、請求項１２に記
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載のバックライトユニット。
【請求項１４】
　前記第１傾斜面の曲率半径は前記第２傾斜面の曲率半径より小さいまたは同一である、
請求項１０に記載のバックライトユニット。
【請求項１５】
　前記第１傾斜面の曲率半径と前記第２傾斜面の曲率半径との比は１：１～１０である、
請求項１０に記載のバックライトユニット。
【請求項１６】
　前記変曲点を通る第１水平線と前記第１傾斜面の先端の一点を通る第２水平線との間の
第１距離値は、前記第１水平線と前記第２傾斜面の先端の一点を通る第３水平線との間の
第２距離値よりも小さい、請求項１０に記載のバックライトユニット。
【請求項１７】
　前記第１距離値と前記第２距離値との比は１：１．１～５である、請求項１６に記載の
バックライトユニット。
【請求項１８】
　前記変曲点を通る第１水平線と前記第１傾斜面の先端の一点を通る第２水平線との間の
第１距離値は、前記第１水平線と前記第２傾斜面の先端の一点を通る第３水平線との間の
第２距離値よりも大きいまたは同一である、請求項１０に記載のバックライトユニット。
【請求項１９】
　前記第１距離値と前記第２距離値との比は１：０．０１～１である、請求項１８に記載
のバックライトユニット。
【請求項２０】
　前記変曲点を通る第１垂直線と前記第１傾斜面の先端の一点を通る第２垂直線との間の
第３距離値は、前記第１垂直線と前記第２傾斜面の先端の一点を通る第３垂直線との間の
第４距離値より小さいまたは同一である、請求項１０に記載のバックライトユニット。
【請求項２１】
　前記第３距離値と前記第４距離値との比は１：１～２０である、請求項２０に記載のバ
ックライトユニット。
【請求項２２】
　前記変曲点を通る第１水平線と前記光源モジュールの一点を通る第４水平線との間の第
５距離値は、前記第１水平線と前記第２傾斜面の先端の一点を通る第３水平線との間の第
２距離値より大きい、請求項１０に記載のバックライトユニット。
【請求項２３】
　請求項１乃至２２のいずれかに記載のバックライトユニットを含む照明システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施例は、バックライトユニット及びこれを含む照明システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、大型ディスプレイ装置の代表には、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　
Ｄｉｓｐｌａｙ）またはＰＤＰ（Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ）などがあ
る。
【０００３】
　自発光型のＰＤＰとは違い、ＬＣＤは、自体発光する発光素子を備えておらず、別のバ
ックライトユニットが必須である。
【０００４】
　ＬＣＤに用いられるバックライトユニットは、光源の位置によって、エッジ（ｅｄｇｅ
）方式のバックライトユニットと直下方式のバックライトユニットとに大別される。エッ
ジ方式は、ＬＣＤパネルの左右側面または上下側面に光源を配置し、導光板を用いて光を
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前面に均一に分散させるため、光の均一性がよく、パネルの超薄型化が可能である。
【０００５】
　直下方式は、通常、２０インチ以上のディスプレイに用いられる技術で、パネルの下部
に光源を複数個配置するから、エッジ方式に比べて優れた光効率を有し、よって、高輝度
を要求する大型ディスプレイに主に用いられる。
【０００６】
　既存エッジ方式や直下方式のバックライトユニットの光源には、ＣＣＦＬ（Ｃｏｌｄ　
Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ　Ｌａｍｐ）を用いてきた。
【０００７】
　しかし、ＣＣＦＬを用いたバックライトユニットは、ＣＣＦＬに常に電源が印加される
から相当量の電力を消耗する、ＣＲＴに比べて約７０％レベルの色再現率を示す、水銀の
添加により環境汚染を招くといった欠点がある。
【０００８】
　これを解消するための代替品として、現在、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　
ｄｉｏｄｅ）を用いたバックライトユニットに関する研究が活発に行われている。
【０００９】
　ＬＥＤをバックライトユニットに用いる場合、ＬＥＤアレイの部分的なオン／オフが可
能なため、消耗電力を画期的に低減できる。なお、ＲＧＢ　ＬＥＤの場合、ＮＴＳＣ（Ｎ
ａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ）色再現範
囲仕様の１００％を上回り、より鮮明な画質を消費者に提供することができる。
【００１０】
　また、半導体工程で製作されるＬＥＤは、環境に無害であるといった特長を有する。
【００１１】
　現在、前述の利点を有するＬＥＤを採用したＬＣＤ製品が続々と発売されているが、既
存ＣＣＦＬ光源と駆動メカニズムが異なるし、使用されている駆動ドライバ及びＰＣＢ基
板などが高価であるという欠点がある。そのため、ＬＥＤを採用したバックライトユニッ
トは未だ高価のＬＣＤ製品にのみ適用されている。
【００１２】
　ＬＥＤアレイが放出される光を表示装置の前方に導く導光板を別途に用いずにエアー（
ａｉｒ）で光を導くＬＥＤバックライトユニットでは、ＬＥＤアレイから出た光が反射さ
れて表示装置の前方に導かれるようにするボトムカバー（ｂｏｔｔｏｍ　ｃｏｖｅｒ）の
構造が重要である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の実施例は、剛性を持つボトムカバーに、それぞれ異なる曲率半径の傾斜面を有
するリフレクタ支持部を結合して、高強度且つ優れた反射特性を有するエアーガイド（ａ
ｉｒ　ｇｕｉｄｅ）を備えるバックライトユニット及びこれを含む照明システムを提供す
る。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の実施例のバックライトユニットは、第１リフレクタ及びボトムカバーと、それ
ぞれが、前記ボトムカバー上に配置され、少なくとも１つの変曲点を中心に隣接する少な
くとも２個の第１及び第２傾斜面を有する複数のリフレクタ支持部と、前記複数のリフレ
クタ支持部に配置される第２リフレクタと、前記第１リフレクタと前記第２リフレクタと
の間に配置される光源モジュールとを備える。また、上記バックライトユニットは、前記
光源モジュール及び前記第１リフレクタが配置され、前記ボトムカバーの両側部に結合す
るカバープレートをさらに備えることができる。
【００１５】
　前記リフレクタ支持部の中心領域は、平らな平面、膨らんだ曲面、または凹んだ曲面の
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いずれか１つの形状を有する。前記リフレクタ支持部は、前記ボトムカバーの中心を基準
に対称な形状を有する。前記リフレクタ支持部の両端部は、前記カバープレートに固定で
きる。
【００１６】
　また、上記バックライトユニットは、前記リフレクタ支持部と相対し、前記カバープレ
ートにより支持される光学部材と、前記リフレクタ支持部の上部に形成されて前記光学部
材を支持する少なくとも１つの支持ピンとをさらに備えることができる。
【００１７】
　また、前記リフレクタ支持部の背面と前記ボトムカバーの底面に少なくとも１つの締結
部が形成され、前記リフレクタ支持部は前記ボトムカバーに前記締結部により固定される
とよい。
【００１８】
　前記締結部は、前記リフレクタ支持部の背面に形成された少なくとも１つの嵌め突起と
、前記嵌め突起が嵌挿され、前記ボトムカバーの底面に形成された少なくとも１つの嵌め
溝とを備えることができる。ここで、前記嵌め突起は複数個であり、互いに異なる方向に
延突した前記複数の嵌め突起が配置されるとよい。
【００１９】
　前記第１傾斜面は、前記第２傾斜面に比べてより前記光源モジュールに近接して配置さ
れ、前記第１及び第２傾斜面の曲率半径は互いに異なってもよい。
【００２０】
　前記第１傾斜面の最高高さと前記第２傾斜面の最高高さは互いに同一であっても、異な
ってもよい。例えば、前記第１傾斜面の最高高さは、前記第２傾斜面の最高高さよりも大
きくてよい。前記第１傾斜面の曲率半径は、前記第２傾斜面の曲率半径より小さいまたは
同一である。例えば、前記第１傾斜面の曲率半径と前記第２傾斜面の曲率半径との比は、
１：１～１０でよい。
【００２１】
　前記変曲点を通る第１水平線と前記第１傾斜面の先端の一点を通る第２水平線との間の
第１距離値は、前記第１水平線と前記第２傾斜面の先端の一点を通る第３水平線との間の
第２距離値よりも小さい、大きい、または同一である。例えば、前記第１距離値と前記第
２距離値との比は、１：１．１～５であってもよく、１：０．０１～１であってもよい。
【００２２】
　前記変曲点を通る第１垂直線と前記第１傾斜面の先端の一点を通る第２垂直線との間の
第３距離値は、前記第１垂直線と前記第２傾斜面の先端の一点を通る第３垂直線との間の
第４距離値より小さいまたは同一でよい。例えば、前記第３距離値と前記第４距離値との
比は、１：１～２０でよい。
【００２３】
　前記変曲点を通る第１水平線と前記光源モジュールの一点を通る第４水平線との間の第
５距離値は、前記第１水平線と前記第２傾斜面の先端の一点を通る第３水平線との間の第
２距離値より大きくてもよい。
【００２４】
　他の実施例によれば、照明システムは、第１リフレクタ及びボトムカバーと、それぞれ
が、前記ボトムカバー上に配置され、少なくとも一つの変曲点を中心に隣接する少なくと
も２個の第１及び第２傾斜面を有する複数のリフレクタ支持部と、前記複数のリフレクタ
支持部に配置される第２リフレクタと、前記第１リフレクタと前記第２リフレクタとの間
に配置される光源モジュールとを備えるバックライトユニットを含むことができる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明の実施例によれば、リフレクタ支持部をボトムカバーに結合させることによって
、高強度で反射特性に優れたエアーガイドを有するバックライトユニットを提供でき、バ
ックライトユニットの信頼性を向上させるこさができる。
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【図面の簡単な説明】
【００２６】
　下記の図面を参照して実施例について詳細に説明する。ただし、図面中、同一の構成要
素には同一の参照符号を付する。
【図１】本発明の実施例に係る２エッジタイプのバックライトユニットの斜視図である。
【図２】本発明の実施例に係るリフレクタ支持部の上部斜視図である。
【図３】本発明の実施例に係るリフレクタ支持部の正面図である。
【図４】図１におけるＡ部分の拡大図である。
【図５】本発明の実施例に係るバックライトユニットの部分断面図である。
【図６】リフレクタ支持部の形状を概略的に説明するための断面図である。
【図７】リフレクタ支持部の形状を概略的に説明するための断面図である。
【図８】本発明の実施例に係るバックライトユニットの断面図である。
【図９】本発明の実施例に係るリフレクタ支持部の下部斜視図である。
【図１０】本発明の実施例に係るボトムカバーの背面図である。
【図１１】ボトムカバーとリフレクタ支持部とが結合した様子を示す拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施例を、添付の図面を参照して説明する。
【００２８】
　本実施例の説明において、ある構成要素（ｅｌｅｍｅｎｔ）の「上（上部）」または「
下（下部）」（ｏｎ　ｏｒ　ｕｎｄｅｒ）に他の構成要素が形成されるという記載は、こ
れらの両構成要素が相互直接（ｄｉｒｅｃｔｌｙ）接触して形成される場合も、これら両
構成要素の間に１つ以上のさらに他の構成要素が介在して（ｉｎｄｉｒｅｃｔｌｙ）形成
される場合も含むことができる。また「上（上部）」または「下（下部）」（ｏｎ　ｏｒ
　ｕｎｄｅｒ）と表現される場合、１つの構成要素を基準に上方を指す場合もあり、下方
を指す場合もある。
【００２９】
　図面において、各構成要素の厚さや大きさは、説明の便宜及び明確性のために、誇張、
省略または概略して示したもので、実際の大きさを全的に反映するものではない。
【００３０】
　図１は、本実施例に係る２エッジタイプのバックライトユニットの斜視図である。
【００３１】
　図１に示すように、本実施例に係るバックライトユニットは、ボトムカバー１００、少
なくとも１つのカバープレート２００、少なくとも１つのリフレクタ支持部３００、少な
くとも１つの支持ピン３４０、及び少なくとも１つの光源モジュール４００を備える。
【００３２】
　カバープレート２００は、ボトムカバー１００の両側部に配置され、ボトムカバー１０
０の上部が開放されるオープン領域を形成することができる。他の実施例によれば、図１
とは違い、カバープレート２００は、ボトムカバー１００の四方側部に配置されてもよい
。
【００３３】
　次に、少なくとも１つのリフレクタ支持部３００がボトムカバー１００上に配置される
とよい。本実施例によれば、リフレクタ支持部３００は、図１に示すように、複数個でよ
い。リフレクタ支持部３００は、アルミニウムなどの金属材質からなってもよく、プラス
チックのような合成樹脂材質からなってもよい。ボトムカバー１００は、一定の剛性を持
つアルミニウムなどの金属材質からなってもよく、射出成形可能なようにプラスチックな
どのような高分子樹脂からなってもよい。
【００３４】
　本実施例によれば、リフレクタ支持部３００は、少なくとも１つの変曲点を中心に隣接
する少なくとも２個の傾斜面を有することができる。
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【００３５】
　図２は、本実施例に係るリフレクタ支持部３００の上部斜視図であり、図３は、本実施
例に係るリフレクタ支持部３００の正面図である。
【００３６】
　リフレクタ支持部３００は、少なくとも１つの変曲点Ｐを中心に隣接する少なくとも２
個の第１及び第２傾斜面３０１、３０２を備える。また、リフレクタ支持部３００は、第
１及び第２傾斜面３０１、３０２を支持するように、傾斜面の下部に支持脚３１０をさら
に備えることができる。すなわち、本実施例によれば、図２及び図３に示すように、リフ
レクタ支持部３００は、二つの変曲点Ｐがあり、各変曲点を中心に互いに隣接する第１傾
斜面３０１と第２傾斜面３０２を有する。これに限定されず、他の実施例では、リフレク
タ支持部３００は、本実施例よりも多い傾斜面を有してもよく、少ない傾斜面を有しても
よい。
【００３７】
　支持脚３１０は、リフレクタ支持部３００の底面３０５の背面に配置され、第１及び第
２傾斜面３０１及び３０２を有するリフレクタ支持部３００が垂れないないように支える
役割を果たす。
【００３８】
　また、リフレクタ支持部３００の両端部に第１締結部３２０が設けられ、後述されるよ
うに、第１締結部３２０によりリフレクタ支持部３００はカバープレート２００に固定さ
れる。
【００３９】
　図４は、図１におけるＡ部分を拡大した斜視図である。
【００４０】
　図４に示すように、カバープレート２００は、光学部材支持部２１０を備え、カバープ
レート２００の側面に少なくとも１つの光源モジュール４００が配置されている。
【００４１】
　カバープレート２００の光学部材支持部２１０の背面には、第１リフレクタ２５０が配
置されてもよい。第１リフレクタ２５０は、光源モジュール４００の一側面に配置できる
。第１リフレクタ２５０は、反射コーティングフィルム及び反射コーティング物質のいず
れか１つで形成され、光源モジュール４００から生成された光をリフレクタ支持部３００
の方向に反射させる役割を果たすことができる。
【００４２】
　また、第１リフレクタ２５０の表面のうち、発光モジュール４００に相対する表面上に
は、鋸歯状の反射パターンが形成され、反射パターンの表面は平面または曲面であればよ
い。
【００４３】
　第１リフレクタ２５０の表面に反射パターンを形成する理由は、光源モジュール４００
で生成された光をリフレクタ支持部３００の中央領域に反射させることによって、バック
ライトユニットの中央領域の輝度を増大させるためである。
【００４４】
　光源モジュール４００は、第１リフレクタ２５０とリフレクタ支持部３００との間に配
置され、第１リフレクタ２５０及び／またはリフレクタ支持部３００に隣接して配置され
るとよい。
【００４５】
　場合によって、光源モジュール４００は、第１リフレクタ２５０に接触すると同時に、
リフレクタ支持部３００から一定間隔離隔して配置されてもよく、リフレクタ支持部３０
０に接触すると同時に、第１リフレクタ２５０から一定間隔離隔して配置されてもよい。
【００４６】
　または、光源モジュール４００は、第１リフレクタ２５０及びリフレクタ支持部３００
の両方から一定間隔離隔して配置されてもよく、第１リフレクタ２５０及びリフレクタ支
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持部３００の両方と接触して配置されてもよい。
【００４７】
　リフレクタ支持部３００は、第１リフレクタ２５０の表面に平行な水平面から一定角度
で傾斜する傾斜面を有することができる。
【００４８】
　図５は、実施例に係るカバープレート２００とリフレクタ支持部３００との結合構造を
概略的に示す部分断面図である。
【００４９】
　図５に示すように、リフレクタ支持部３００の第１締結部３２０は、一定パターンの溝
を有している。第１締結部３２０の溝パターンに対応する突起２７０ａ及び２７０ｂがカ
バープレート２００に形成されている。したがって、リフレクタ支持部３００の溝にカバ
ープレート２００の突起２７０ａ及び２７０ｂを挿着することで、リフレクタ支持部３０
０をカバープレート２００に固着できる。
【００５０】
　他の実施例によれば、カバープレート２００とリフレクタ支持部３００のそれぞれに通
孔のような締結部を形成し、ねじのような別途の締結手段を通孔に挿入することによって
、リフレクタ支持部３００をカバープレート２００に固着してもよい。
【００５１】
　図５を参照すると、光源モジュール４００は、第１リフレクタ２５０と第２リフレクタ
６００との間においてカバープレート２００に配置され、光を生成する少なくとも１つの
光源（または、発光素子）４０２、及び電極パターンを有する回路基板４０４を備えるこ
とができる。
【００５２】
　ここで、光源４０２は、発光ダイオードチップ（ＬＥＤ　ｃｈｉｐ）でよく、発光ダイ
オードチップは、ブルーＬＥＤチップまたは紫外線ＬＥＤチップで構成されてもよく、レ
ッドＬＥＤチップ、グリーンＬＥＤチップ、ブルーＬＥＤチップ、イエローグリーン（Ｙ
ｅｌｌｏｗ　ｇｒｅｅｎ）ＬＥＤチップ、ホワイトＬＥＤチップの少なくとも１つ又は２
以上を組み合わせたパッケージ形態にしてもよい。
【００５３】
　そして、ホワイトＬＥＤは、ブルーＬＥＤ上に、イエロー燐光物質を結合して具現して
もよく、ブルーＬＥＤ上にレッド燐光物質及びグリーン燐光物質を同時に結合して具現し
てもよく、ブルーＬＥＤ上にイエロー燐光物質、レッド燐光物質及びグリーン燐光物質を
同時に結合して具現してもよい。
【００５４】
　回路基板４０４に少なくとも１つの光源４０２が実装されればよく、電源を供給するア
ダプタと光源４０２とを連結するための電極パターン（図示せず）が形成されていればよ
い。
【００５５】
　例えば、回路基板４０４の上面には、光源４０２とアダプタとを連結するための炭素ナ
ノチューブ電極パターンを形成できる。
【００５６】
　このような回路基板４０４は、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ガラス、ポリ
カーボネート（ＰＣ）またはシリコン（Ｓｉ）などからなり、複数の光源４０２が実装さ
れる印刷回路基板（ＰＣＢ：Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｂｏａｒｄ）でよく、フ
ィルム形態にしてもよい。
【００５７】
　また、回路基板４０４には、単層ＰＣＢ、多層ＰＣＢ、セラミック基板、メタルコアＰ
ＣＢなどを選択的に用いることができる。
【００５８】
　一方、リフレクタ支持部３００の第１及び第２傾斜面３０１及び３０２に接して第２リ
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フレクタ６００を配置できる。すなわち、リフレクタ支持部３００の傾斜面構造と第２リ
フレクタ６００の傾斜面構造とが一致してもよい。第２リフレクタ６００は反射シートの
形態にするとよい。
【００５９】
　これにより、カバープレート２００に配置された光源モジュール４００で生成された光
が、リフレクタ支持部３００の上部に配置された第２リフレクタ６００で反射されてカバ
ープレート２００のオープン領域へと進むことが可能になる。
【００６０】
　第１リフレクタ２５０と第２リフレクタ６００とは、光源モジュール４００を間におい
て空間を有するように一定間隔離隔して配置され、これでエアーガイド（ａｉｒ　ｇｕｉ
ｄｅ）構造を形成できる。
【００６１】
　以下、リフレクタ支持部３００の傾斜面について、添付の図面を参照して説明する。
【００６２】
　図６及び図７は、リフレクタ支持部３００の形状を説明するための断面図である。図６
及び図７に示すように、変曲点Ｐを中心に隣接する第１及び第２傾斜面３０１及び３０２
のそれぞれの第１及び第２曲率半径Ｒ１及びＲ２は、互いに異なってもよい。
【００６３】
　そして、第１及び第２傾斜面３０１及び３０２との間の変曲点Ｐは、光源モジュール４
００に隣接して位置してもよく、光源モジュール４００から遠く離れて位置してもよい。
【００６４】
　第１傾斜面３０１は、第２傾斜面３０２に比べて光源モジュール４００とより近接して
配置されている。したがって、第１傾斜面３０１の第１曲率半径Ｒ１が第２傾斜面３０２
の第２曲率半径Ｒ２よりも小さいと、変曲点Ｐは、光源モジュール４００に近接するリフ
レクタ支持部３００の領域に位置するはずである。一方、光源モジュール４００に近接す
る第１傾斜面３０１の第１曲率半径Ｒ１が第２傾斜面３０２の第２曲率半径Ｒ２よりも大
きいと、変曲点Ｐは、光源モジュール４００から遠く離れたリフレクタ支持部３００の領
域に位置するはずである。
【００６５】
　このように、第１傾斜面３０１の第１曲率半径Ｒ１は第２傾斜面３０２の第２曲率半径
Ｒ２と異なることがある。勿論、第１傾斜面３０１の第１曲率半径Ｒ１を第２傾斜面３０
２の第２曲率半径Ｒ２と同一にしてもよい。
【００６６】
　一方、第１傾斜面３０１の最高高さＨ１は、第２傾斜面３０２の最高高さＨ２と同一で
あっても異なってもよい。
【００６７】
　例えば、図６に示すように、第１傾斜面３０１の第１曲率半径Ｒ１を第２傾斜面３０２
の第２曲率半径Ｒ２よりも小さくし、第１傾斜面３０１の最高高さＨ１と第２傾斜面３０
２の最高高さＨ２とを同一にし、変曲点Ｐから第１傾斜面３０１の先端までの距離Ｌ１を
、変曲点Ｐから第２傾斜面３０２の先端までの距離Ｌ２よりも小さくしてもよい。
【００６８】
　または、図７に示すように、第１傾斜面３０１の第１曲率半径Ｒ１を第２傾斜面３０２
の第２曲率半径Ｒ２よりも小さくし、第１傾斜面３０１の最高高さＨ１は第２傾斜面３０
２の最高高さＨ２よりも大きくし、変曲点Ｐから第１傾斜面３０１の先端までの距離Ｌ１
を、変曲点Ｐから第２傾斜面３０２の先端までの距離Ｌ２より小さくしてもよい。
【００６９】
　リフレクタ支持部３００を備えるバックライトユニットについて、より詳細に説明する
と、下記の通りである。
【００７０】
　図８は、本実施例に係るバックライトユニットの断面図である。
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【００７１】
　図８に示すように、光源モジュール４００に隣接した第１傾斜面３０１の第１曲率半径
Ｒ１は、第２傾斜面３０２の第２曲率半径Ｒ２より小さくても、大きくてもよい。
【００７２】
　場合によって、第１傾斜面３０１の第１曲率半径Ｒ１は、第２傾斜面３０２の第２曲率
半径Ｒ２と同一であってもよい。
【００７３】
　ここで、第１傾斜面３０１の第１曲率半径Ｒ１と第２傾斜面３０２の第２曲率半径Ｒ２
との比は、１：０．１～１０でよい。
【００７４】
　そして、変曲点Ｐを通る第１水平線と第１傾斜面３０１の先端の一点を通る第２水平線
との間の第１距離値Ｄ１は、変曲点Ｐを通る第１水平線と第２傾斜面３０２の先端の一点
を通る第３水平線との間の第２距離値Ｄ２と同一でよい。
【００７５】
　場合によって、変曲点Ｐを通る第１水平線と第１傾斜面３０１の先端の一点を通る第２
水平線との間の第１距離値Ｄ１は、変曲点Ｐを通る第１水平線と第２傾斜面３０２の先端
の一点を通る第３水平線との間の第２距離値Ｄ２よりも小さくても、大きくてもよい。
【００７６】
　ここで、第１距離値Ｄ１と第２距離値Ｄ２との比は１：０．０１～５でよい。
【００７７】
　なお、変曲点Ｐを通る第１垂直線と第１傾斜面３０１の先端の一点を通る第２垂直線と
の間の第３距離値Ｄ３は、変曲点Ｐを通る第１垂直線と第２傾斜面３０２の先端の一点を
通る垂直線との間の第４距離値Ｄ４より小さくても、大きくてもよい。
【００７８】
　場合によっては、変曲点Ｐを通る第１垂直線と第１傾斜面３０１の先端の一点を通る第
２垂直線との間の第３距離値Ｄ３は、変曲点Ｐを通る第１垂直線と第２傾斜面３０２の先
端の一点を通る垂直線との間の第４距離値Ｄ４と同一であってもよい。
【００７９】
　ここで、第３距離値Ｄ３と第４距離値Ｄ４との比は、１：０．０５～２０でよい。
【００８０】
　なお、変曲点Ｐを通る第１水平線と光源モジュール４００の一点を通る第４水平線との
間の第５距離値Ｄ５は、変曲点Ｐを通る第１水平線と第２傾斜面３０２の先端の一点を通
る第３水平線との間の第２距離値Ｄ２と同一であってもよい。
【００８１】
　場合によっては、変曲点Ｐを通る第１水平線と光源モジュール４００の一点を通る第４
水平線との間の第５距離値Ｄ５は、変曲点Ｐを通る第１水平線と第２傾斜面３０２の先端
の一点を通る第３水平線との間の第２距離値Ｄ２より大きくてもよい。
【００８２】
　また、リフレクタ支持部３００は、ボトムカバー１００の中心を基準に対称な形状を有
することができる。すなわち、図８に示すように、リフレクタ支持部３００の第１及び第
２傾斜面３０１及び３０２は、リフレクタ支持部３００の中心を基準に対称となるように
形成できる。
【００８３】
　また、リフレクタ支持部３００の中心領域は、膨らんだ曲面形状にしてもよい。場合に
よって、リフレクタ支持部３００の中心領域は、平らな平面または凹んだ曲面形状にして
もよい。すなわち、リフレクタ支持部３００の中心領域は、平らな平面、膨らんだ曲面、
凹んだ曲面のいずれか一形状にしてもよく、多数の形状が含まれるようにしてもよい。
【００８４】
　図８を参照すると、光学部材５００は、カバープレート２００の光学部材支持部２１０
に支持され、リフレクタ支持部３００と相対するように配置されている。
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【００８５】
　光学部材５００は、少なくとも１つのシートからなり、拡散シート、プリズムシート、
輝度強化シートなどを選択的に含むことができる。
【００８６】
　拡散シートは、光源モジュールから出射した光を拡散させ、プリズムシートは、拡散さ
れた光を発光領域に導き、輝度拡散シートは輝度を強化させることができる。
【００８７】
　そして、光学部材５００の上部表面と下部表面の少なくとも一方には、光の均一な拡散
のために凹凸形状を有してもよい。
【００８８】
　図９は、本実施例に係るリフレクタ支持部３００の下部斜視図である。
【００８９】
　図９に示すように、リフレクタ支持部３００は、支持脚３１０及び少なくとも１つの第
２締結部３３０を備えることができる。これらの支持脚３１０及び第２締結部３３０は、
リフレクタ支持部３００の背面に形成されている。
【００９０】
　第２締結部３３０は、ボトムカバー１００の底面に形成された第３締結部と結合して、
リフレクタ支持部３００をボトムカバー１００に固定する役割を果たす。
【００９１】
　本実施例によれば、第２締結部３３０は、リフレクタ支持部３００の背面に形成された
３個の嵌め突起３３０ａ、３３０ｂ及び３３０ｃを備えることができる。
【００９２】
　本実施例によれば、複数個の嵌め突起３３０ａ、３３０ｂ及び３３０ｃを、互いに異な
る方向に突延するように配置できる。すなわち、図９に示すように、リフレクタ支持部３
００の支持脚３１０の中心部に位置している第１嵌め突起３３０ａは、第１方向に突延さ
れ、支持脚３１０の両端に位置している第２及び第３嵌め突起３３０ｂ及び３３０ｃは、
第１方向と反対方向である第２方向に突延されるとよい。第１乃至第３嵌め突起３３０ａ
乃至３３０ｃが嵌るとともに、ボトムカバー１００に形成される第３締結部、例えば、嵌
め溝については後述される。
【００９３】
　このように、第１嵌め突起３３０ａの突延方向が第２及び第３嵌め突起３３０ｂ及び３
３０ｃの突延方向と互いに反対である理由は、リフレクタ支持部３００が左右において垂
れることなくボトムカバー１００の底面により堅牢に固定させるためである。
【００９４】
　図９において、第２締結部３３０は、嵌め突起３３０ａ、３３０ｂ及び３３０ｃの形状
を有するが、他の実施例によれば、第２締結部３３０は通孔形状にし、ねじのような別の
締結手段を用いてリフレクタ支持部３００をボトムカバー１００の底面に固定させてもよ
い。
【００９５】
　図１０は、本実施例に係るボトムカバー１００の背面図であり、図１１は、図１０にお
いてボトムカバー１００とリフレクタ支持部３００との結合部分を拡大して示す図である
。
【００９６】
　図１０に示すように、ボトムカバー１００の背面にリフレクタ支持部３００が複数個の
第２締結部３３０を用いて固定される。
【００９７】
　ボトムカバー１００とリフレクタ支持部３００との結合部分を拡大した図１１を参照す
ると、リフレクタ支持部３００の第２締結部３３０を嵌め突起３３０ａ、３３０ｂ及び３
３０ｃの形態とし、ボトムカバー１００の第３締結部を嵌め溝１１０の形態として底面に
形成できる。このような嵌め突起３３０ａ、３３０ｂ及び３３０ｃを嵌め溝１１０に挿嵌
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【００９８】
　嵌め突起３３０の下部半分が三角形状になっているから、ボトムカバー１００の上部底
面にリフレクタ支持部３００を位置合わせ、ボトムカバー１００に向かってリフレクタ支
持部３００を押圧すると、嵌め突起３３０が嵌め溝１１０に滑りつつ挿入され、リフレク
タ支持部３００がボトムカバー１００に固定される。
【００９９】
　本実施例によれば、このようにリフレクタ支持部３００をボトムカバー１００に結合さ
せることによって、高強度で反射特性に優れたエアーガイドを有するバックライトユニッ
トを提供でき、バックライトユニットの信頼性を向上させるこさができる。
【０１００】
　また、図１または図４に示すように、リフレクタ支持部３００の上部に光学部材５００
を支持する少なくとも一つの支持ピン３４０が形成されてもよい。これは、光学部材５０
０がリフレクタ支持部３００から離隔しており、その離隔空間にエアーガイドが形成され
るため、光学部材５００の中心領域が下方に垂れることがあるわけである。ここで、支持
ピン３４０は、リフレクタ支持部３００に接触する下部面の面積を上部面の面積よりも広
くする方がより安定的である。
【０１０１】
　さらに他の実施例は、上記の各実施例に記載されたバックライトユニット、例えば、第
１、第２リフレクタ及び光源モジュール２５０、６００及び４００を含む表示装置、指示
装置、照明システムに具体化でき、例えば、照明システムには、ランプ、街灯がある。
【０１０２】
　このような照明システムは、多数のＬＥＤを集束して光を得る照明灯に用いることがで
き、特に、建物の天井や壁体内に埋め込まれて、シェードの開口部側が露出されるように
装着できる埋め込み灯（ダウンライト）に用いることができる。
【０１０３】
　以上では実施例を中心に説明してきたが、それらは単なる例示で、本発明を限定するた
めのものではない。したがって、本発明の属する分野における通常の知識を有する者には
、本実施例の本質的な特性を逸脱しない範囲で、以上に例示していない種々の変形及び応
用が可能であるということが理解されるであろう。例えば、実施例に具体的に示した各構
成要素を変形して実施することができる。なお、それらの変形及び応用も、添付の請求の
範囲で規定する本発明の範囲に含まれるものとして解釈すべきである。
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【図９】
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